
　
　
　
第
十
四
巻
　
　
紹
　
　
介

　
本
書
は
春
旦
脚
融
に
存
す
る
約
｝
千
八
毒
墓
の
石
燈
籠
の
紀
年

及
び
二
王
の
一
覧
で
あ
っ
て
、
銘
の
誓
文
を
記
載
せ
ん
ミ
す
る
「
春

籍
の
石
燈
籠
」
の
序
記
の
部
分
を
、
し
ば
ら
く
別
醗
ε
し
て
獲
表

さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
編
者
は
大
正
＋
一
年
に
同
肚
の
釣
燈
籠
の

銘
文
を
調
査
さ
れ
、
岡
十
三
年
八
月
か
ら
公
務
の
餓
暇
に
石
燈
籠

の
銘
丈
の
調
査
を
も
試
み
、
＋
五
年
四
月
に
其
業
を
終
へ
ら
れ
た

が
、
先
づ
石
聖
徳
の
分
の
一
覧
を
作
っ
て
置
い
た
が
好
都
合
で
あ

る
一
こ
し
て
本
書
を
著
は
さ
れ
た
の
で
あ
る
く
其
の
本
文
は
先
づ
石

燈
籠
の
種
．
類
を
暴
け
、
次
に
石
燈
籍
配
置
の
概
観
を
記
し
、
次
に

紀
年
及
び
施
主
一
覧
を
調
査
順
に
よ
っ
て
記
し
、
配
置
略
周
二
十

数
葉
を
其
間
に
交
へ
、
次
に
石
燈
籠
、
配
置
の
憂
動
を
調
べ
、
最
後

に
時
代
別
の
表
を
掲
げ
て
あ
る
。
元
兇
石
燈
籠
ば
露
天
に
、
立
ち
て

撒
十
年
乃
至
数
衛
年
の
風
雨
に
曝
さ
れ
て
添
字
磨
滅
し
或
は
苔
蒸

し
た
も
の
が
あ
、
り
或
は
互
に
密
接
し
た
も
の
が
あ
っ
て
讃
字
に
並

々
な
ら
ぬ
國
難
が
有
る
の
で
あ
る
が
編
者
が
根
善
く
多
撒
の
も
の

を
一
々
調
沓
∵
、
㍉
れ
π
熱
心
の
穫
は
敬
服
せ
ざ
る
を
得
ぬ
，
、
吾
人
は

夏
に
銘
叉
全
部
を
壁
表
せ
ら
れ
る
日
を
待
つ
も
の
で
あ
る
，
（
和
装

謄
鷹
版
刷
、
本
篇
囲
八
枚
）
ハ
蹴
圭
松
野
〕

　
　
　
　
　
　
　
第
一
∴
號
　
　
㎝
二
山
ハ
　
（
　
閃
蒲
四
恩
）

　
　
聯
鳩
翁
愚
稿
　
　
　
　
　
　
　
　
柴
田
富
三
鄭
著

　
石
田
梅
巖
の
創
め
た
心
學
が
そ
の
庸
酵
全
國
に
二
嘉
に
鰍
る
溢

場
を
有
し
た
、
こ
云
は
れ
、
そ
の
門
流
に
は
著
観
の
人
も
少
く
な
い

が
柴
田
鳩
翁
の
名
は
蕉
翁
道
話
－
こ
共
に
一
際
光
っ
て
ゐ
呼
、
9
、
、
昨
秋

の
御
大
禮
に
際
し
て
禦
恩
枯
骨
に
及
び
翁
が
購
位
の
恩
典
に
浴
せ

ら
れ
た
の
を
機
會
に
翁
に
幸
す
る
逡
稿
全
集
が
出
た
。
鳩
翁
道
話

、
こ
し
て
は
明
治
以
後
に
翻
刻
き
れ
た
も
の
十
数
種
に
及
び
、
一
翻

は
早
・
く
英
課
さ
れ
て
外
國
…
に
さ
へ
知
ら
れ
て
み
る
程
で
あ
る
．
．
併

し
本
書
は
翁
の
孫
及
曾
孫
等
…
門
の
人
達
に
よ
っ
て
、
親
し
く
満
、

の
原
本
に
つ
い
て
編
纂
さ
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
殊
に
最
後
の
鳩
翁

の
自
傳
で
あ
る
「
無
由
需
」
績
編
は
翁
の
子
武
修
の
反
古
の
裏
に
誌

い
た
も
の
で
、
種
々
加
筆
抹
殺
さ
れ
た
未
完
稿
で
あ
っ
た
の
を
、

今
度
綴
名
論
交
字
そ
の
他
の
鰐
裁
を
改
め
て
始
め
て
世
に
鯖
弛
も

の
で
あ
る
。
こ
の
外
に
翁
の
年
譜
も
添
へ
ら
れ
て
あ
る
。
翁
の
墨

説
や
憤
激
を
知
る
に
こ
の
歪
な
い
テ
キ
ス
ト
で
あ
ら
う
。
－
菊
醐
、
本

文
一
六
一
頁
、
　
刀
涯
瀧
口
院
漁
畿
行
、
慣
二
、
　
八
○
）
〔
布
村
ロ

　
　
⑳
濁
＠
ρ
嵩
ヅ
菌
ρ
碧
）
窪
P
び
p
Ω
｝
ヨ
。
聲
詳
感
謝
。

　
シ
ヤ
ヴ
ア
ン
ヌ
逝
き
、
ペ
リ
オ
㎜
術
斯
纂
・
を
出
遅
び
8
か
っ
た
ヘ
ー
月
辱



佛
國
支
那
心
界
の
椛
威
ξ
推
さ
れ
る
ユ
レ
ー
ジ
ユ
ヘ
ド
・
フ
ラ
ン

ス
教
授
マ
ス
ペ
ロ
氏
の
支
那
古
代
史
が
O
壁
、
p
陣
σ
q
g
o
監
修
の
世
界

，
長
春
四
冊
ミ
し
て
愚
筆
さ
れ
た
の
は
一
昨
｝
九
二
七
年
の
事
で
あ

る
。
今
春
教
授
を
本
塁
に
迎
へ
親
し
く
聲
歎
に
接
し
て
感
銘
新
な

る
際
、
一
言
紹
介
の
駐
を
述
べ
る
。

　
シ
ヤ
ヴ
ウ
ン
ヌ
を
始
め
最
近
の
カ
ル
グ
レ
ー
ン
、
グ
ラ
、
拳
一
等

西
人
の
研
究
は
云
ふ
に
及
ぼ
す
我
が
支
那
學
者
の
研
究
ま
で
偏
く

そ
の
粋
を
蒼
し
、
之
を
貫
舞
す
る
に
組
織
を
以
っ
て
し
能
く
　
家

の
言
を
成
し
た
も
の
、
四
篇
二
十
六
章
六
百
餓
頁
の
欝
然
た
る
頂

冊
な
が
ら
、
・
西
入
の
長
¶
こ
す
る
発
癌
的
に
事
實
を
見
ん
一
こ
す
る
態

度
は
、
飽
く
迄
豊
富
な
想
像
を
絆
ひ
、
生
氣
あ
る
叙
蓮
入
を
し
て

一
讃
軽
々
掩
は
し
め
な
い
。

　
第
一
篇
第
一
章
原
始
支
那
世
界
は
先
づ
支
那
古
代
史
の
舞
肇
を

な
す
土
地
の
簡
潔
な
地
理
の
記
．
蓮
に
始
り
、
山
地
の
野
欝
入
に
取

望
ま
れ
て
、
地
理
的
に
鎧
い
範
園
の
内
で
酷
し
い
氣
候
ミ
河
水
の

汎
濫
・
こ
に
闘
ひ
な
が
ら
早
く
農
業
を
怯
み
、
そ
の
総
験
を
猫
特
の

紳
話
の
内
に
表
現
し
て
來
た
中
國
人
の
丈
化
世
界
の
孤
島
の
成
立

が
蓮
べ
ら
れ
る
。
氏
は
此
の
原
始
支
那
人
の
人
種
に
つ
い
て
之
を

　
　
第
十
四
巷
　
　
紹
　
　
二

丁
方
の
蒙
古
或
は
溝
洲
族
ミ
見
な
す
事
に
反
黒
し
て
．
そ
の
塁
く

農
業
野
営
に
入
っ
て
居
た
事
を
指
摘
し
、
そ
の
胃
語
は
躍
綴
で
あ

る
馳
か
ら
、
テ
イ
ベ
ッ
ト
語
ビ
ル
マ
衝
撃
－
こ
共
に
箏
ろ
シ
ノ
、
タ

イ
語
族
－
こ
も
構
す
べ
き
で
あ
る
一
こ
主
張
す
る
、
、
第
二
章
は
こ
の
文

化
の
孤
島
が
歴
史
蒔
代
の
始
り
で
あ
る
誌
代
－
こ
な
れ
ば
、
上
流
の

氏
族
の
貴
族
政
治
、
こ
農
業
を
螢
む
庶
民
の
二
階
級
の
分
化
が
顯
は

れ
、
祭
政
一
致
の
政
治
の
下
に
田
制
、
兵
馬
が
成
立
す
る
次
第
を

蓮
べ
る
。
第
三
章
に
西
同
割
代
の
政
治
輿
を
概
観
し
、
第
四
章
「
酉

周
の
宮
廷
．
こ
行
政
」
は
西
煽
の
宮
廷
生
活
は
野
蟹
な
驕
薯
に
満
ち

て
居
る
．
こ
し
て
、
狩
猟
唱
こ
黒
馬
、
祭
配
－
こ
舞
踊
に
俘
ふ
饗
宴
の
生

活
を
描
き
崩
し
、
か
Σ
る
宮
麺
に
て
行
は
れ
る
政
務
は
、
周
室
直

騰
の
王
室
領
の
支
配
管
理
ε
云
ふ
封
建
君
主
ε
し
て
の
王
の
任
務

ε
、
封
建
諸
侯
の
入
貢
そ
の
内
雫
の
調
停
、
琉
荻
の
柾
伐
の
如
き

帝
國
の
続
治
者
ミ
し
て
の
王
の
任
務
，
こ
で
あ
る
。
周
禮
等
に
見
え

る
整
然
た
る
制
度
は
、
周
の
王
朝
が
臨
模
を
失
ひ
、
偶
々
の
政
治

の
諸
機
能
の
調
諌
だ
け
強
調
さ
れ
た
象
徴
的
に
な
っ
た
も
の
で
あ

る
ミ
云
ふ
。

　
之
で
第
一
篇
「
支
那
文
明
の
始
源
」
を
終
っ
て
第
二
篇
「
醗
會
及

　
　
　
　
　
　
弟
三
號
　
一
二
七
　
（
　
四
四
九
）



　
　
　
第
十
四
巻
　
　
紹
　
　
弁

び
宗
教
的
生
活
し
に
入
る
。
第
一
章
「
古
代
支
沸
祉
會
」
は
支
郷
古

代
就
會
を
構
成
す
る
も
の
は
士
、
こ
庶
、
こ
の
二
階
級
で
あ
⇔
、
こ
し
、

｝、

X
　
．
小
庶
民
、
刑
下
上
大
夫
」
で
士
は
禮
の
支
配
す
る
虚
、
庶
民
は

刺
の
支
配
す
る
彊
、
庶
民
は
姓
な
く
、
組
先
な
く
、
二
子
五
家
共

同
に
祉
を
祭
る
の
み
、
個
人
、
こ
し
て
認
め
ら
れ
す
、
翌
翌
の
團
膿

の
中
に
隼
活
し
、
政
治
上
は
全
く
継
利
無
き
に
謝
し
て
ゼ
、
士
は
姓

を
有
し
、
無
量
の
祭
紀
を
な
す
襟
あ
り
公
務
に
も
つ
き
、
導
入
は

此
に
於
て
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
婚
姻
制
度
に
於
て
も
、
士
が

嚴
重
な
外
婚
制
の
下
に
、
組
先
の
祭
を
維
持
す
る
た
め
子
孫
の
繁

榮
の
た
め
に
嚴
璽
に
規
定
さ
れ
る
に
封
し
、
庶
民
の
全
く
自
然
入

彌
こ
し
て
の
生
活
は
歳
々
の
奔
ミ
い
ふ
一
時
的
結
合
を
な
す
の
み
で

あ
る
。
こ
の
士
庶
の
二
階
級
に
分
け
て
考
へ
る
U
黛
岳
ヨ
。
は
第

二
篇
を
瀬
じ
た
イ
デ
ヱ
で
あ
る
。
第
二
章
　
，
古
代
の
宗
教
、
郎
稗
話
」

は
こ
の
士
以
上
の
貴
族
階
級
に
保
持
さ
れ
た
古
代
宗
教
、
碑
話
の

内
容
を
、
説
い
た
の
で
あ
る
。
第
三
章
「
祭
官
、
祭
場
、
及
儀
式
」
に

於
て
も
、
主
唱
、
〕
し
て
政
府
の
祭
紀
を
取
る
祭
宮
ミ
主
唱
こ
し
て
民
間
、

に
信
仰
を
有
し
た
巫
ε
封
乱
し
て
考
へ
ら
れ
、
第
四
章
に
は
封
建

綾
羅
等
の
貴
族
が
、
そ
の
領
邑
の
…
般
庶
畏
の
爲
に
行
ふ
季
蔀
の

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
　
…
二
八
　
（
　
四
鉱
○
）

…車

s
を
諸
肌
へ
る
曲
辰
業
　
の
年
・
由
コ
行
｛
事
・
こ
庶
興
族
，
か
白
嵩
じ
の
甜
懸
離
し
を
奴
ぶ
る

行
事
ε
が
擁
曝
し
て
論
ぜ
ら
れ
、
第
五
章
「
宗
教
感
傭
」
に
は
蝦
圭

の
就
會
的
官
僚
的
宗
教
が
屑
末
に
至
っ
て
、
士
入
の
闇
に
浬
源
を

有
す
る
陰
陽
の
思
想
に
よ
っ
て
轡
形
さ
れ
る
に
至
つ
池
事
を
設
い

て
る
る
，

　
第
三
篇
、
第
四
篇
は
各
春
秋
時
代
、
職
國
時
代
の
政
治
曳
の
綾

説
で
あ
る
が
、
前
ω
二
篇
に
比
し
て
跳
の
二
篇
は
著
し
く
精
彩
を

豪
く
。
退
屈
な
事
件
の
蓮
綾
以
外
に
之
を
通
じ
た
嚢
展
も
描
か
れ

す
、
部
分
的
に
も
新
し
い
卓
見
が
見
ら
れ
な
い
Q

　
最
後
の
第
四
篇
「
古
代
の
交
學
及
哲
學
」
に
至
っ
て
再
び
氏
の
得

意
の
壇
場
に
麟
っ
て
來
る
。
第
一
章
「
文
墨
の
起
原
」
は
支
那
古
代

の
文
學
が
宗
教
的
な
起
原
を
有
す
る
事
が
詩
、
散
交
の
南
形
式
に

就
て
説
か
れ
る
。
詩
の
小
減
大
雅
頼
の
起
原
は
周
の
宗
廟
の
祭
妃

に
於
て
舞
踊
§
菅
樂
に
件
っ
て
歌
は
れ
た
聖
歌
に
、
散
文
に
於
て

は
、
回
書
の
起
原
は
大
繭
に
よ
り
管
理
さ
れ
た
閥
じ
く
宗
廟
の
祭

祀
に
當
っ
て
催
さ
れ
る
無
言
劇
の
筋
書
に
求
め
ら
れ
た
。
此
の
宗

教
に
淵
源
す
る
文
墨
の
成
立
か
ら
、
後
の
下
心
思
想
が
凝
卜
し
て

來
る
の
で
あ
る
。
第
二
章
岩
燕
は
此
の
先
秦
哲
學
患
想
書
展
の
羅



史
で
あ
る
。
我
等
は
特
に
第
七
章
「
歴
史
小
詮
、
こ
雁
礎
」
の
職
國
時

代
に
歴
史
的
小
説
が
盛
行
を
極
め
、
左
傳
の
如
き
も
か
、
る
文
學

々
含
ん
で
居
る
ミ
い
ふ
所
説
に
注
意
を
携
ふ
べ
き
で
あ
る
。
歴
史

的
小
説
の
語
の
代
り
に
物
語
－
こ
い
ふ
語
を
用
ひ
、
叉
黒
雲
の
諸
子

に
支
那
特
有
の
語
録
ざ
い
ふ
文
學
の
形
式
、
夏
に
換
語
す
れ
ば
雄

辮
墨
の
教
科
書
に
遠
望
性
質
を
認
め
る
な
ら
ば
、
氏
の
所
読
も
受

け
入
れ
て
よ
い
唱
こ
思
は
れ
る
。

　
最
近
ヒ
ル
ト
の
古
代
史
の
邦
課
が
温
版
せ
ら
れ
た
。
本
書
も
亦

そ
の
麟
澤
が
臼
佛
會
館
の
手
で
企
て
ら
れ
て
屠
る
ミ
聞
く
。
そ
の

實
現
完
成
の
｝
繊
も
早
か
ら
ん
事
を
願
ふ
次
第
で
あ
．
る
。
〔
小
川
〕

　
　
囎
満
州
僖
寸
志
（
上
下
績
三
冊
）
満
鐵
調
査
課
擬
行

　
從
來
満
州
の
紹
介
法
は
實
利
的
方
面
に
発
頭
し
精
紳
的
方
函
を

閑
却
し
て
居
た
爲
に
、
既
に
漢
代
に
支
那
本
部
か
ら
海
陸
単
路
に

よ
っ
て
漢
人
移
住
の
．
歴
史
は
頗
る
古
く
、
一
方
遼
金
時
代
よ
り
元

明
時
代
に
亙
り
幾
多
の
民
族
の
興
亡
が
あ
り
、
其
蕎
蹟
は
今
倫
各

所
に
残
存
し
て
居
る
に
か
・
は
ら
す
、
唯
壁
土
今
來
把
漠
た
る
廣

野
で
あ
る
か
の
如
く
速
断
さ
れ
て
居
る
の
で
、
満
鐵
が
大
正
十
一

年
五
六
月
庶
務
部
調
査
課
受
託
八
木
婆
三
郎
氏
に
命
じ
沿
線
地
方

　
　
第
十
四
巻
　
　
潔
　
　
介

の
蕎
蹟
名
勝
を
調
査
せ
し
め
て
、
其
報
告
、
こ
し
て
本
書
が
公
に
さ

れ
た
の
で
あ
る
、
其
上
篇
（
五
三
七
頁
）
は
奉
天
以
南
の
部
分
で
十

三
年
三
月
十
二
日
に
、
奉
天
揚
北
及
び
安
動
線
は
合
し
て
下
篇
（
五

〇
九
頁
）
ミ
し
て
十
五
年
十
二
月
五
日
に
嚢
行
さ
れ
、
其
後
更
に

遼
西
の
一
部
及
び
遼
東
地
欝
の
鹸
漏
し
て
み
た
も
の
を
覗
察
し
て

昭
和
品
当
年
ご
署
月
二
十
日
締
盟
勢
州
蕉
…
蹟
静
心
（
一
九
一
瞬
百
パ
）
ぐ
」
し
て
公
に

さ
る
Σ
に
至
っ
た
。

　
満
州
に
於
け
る
古
蹟
名
勝
等
の
現
況
を
記
載
し
て
弛
く
世
入
の

便
盆
に
供
す
べ
き
良
書
は
殆
ん
撃
ご
絶
無
な
上
に
、
其
多
少
古
蹟
等

に
ふ
る
》
も
の
は
誠
に
杜
撰
で
、
甚
し
き
に
至
っ
て
は
地
名
の
沿

革
を
古
蹟
の
部
に
加
ふ
る
も
の
さ
へ
あ
り
。
鞘
口
牌
勧
説
に
閥
す

る
地
理
的
由
緒
を
し
き
り
に
粥
象
す
る
も
の
が
あ
る
が
、
感
興
は

別
、
こ
し
て
墨
術
上
に
は
稗
蔑
す
る
所
が
少
い
。
本
書
の
特
長
は
大

洗
に
獲
て
こ
れ
ら
の
類
を
除
き
一
方
學
間
上
に
利
盆
あ
る
ミ
同
酵

に
他
方
風
景
の
賞
す
べ
き
優
値
あ
る
も
の
、
或
は
羽
替
上
の
償
値

は
鋼
、
こ
し
て
土
地
の
由
緒
を
助
く
る
類
々
撰
定
し
、
更
に
父
世
に

共
学
古
蹟
名
勝
の
類
の
み
に
限
ら
す
，
墨
術
上
古
蹟
－
こ
毒
す
べ
き

も
の
、
即
ち
古
く
は
石
器
時
代
よ
の
順
次
に
古
墳
、
古
陶
窯
の
類
を

　
　
　
　
　
　
第
三
號
　
一
二
九
　
（
　
四
五
；


